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議
会
報
編
集
特
別
委
員
会
は
、
平
成

十
三
年
一
月
二
十
三
日
、
二
十
四
日
の

二
日
間
、
議
会
だ
よ
り
の
編
集
に
つ
い

て
の
視
察
を
行
い
ま
し
た
。

委
員
会
で
は
、
視
察
を
行
う
に
当
た

り
、
”か
す
が
市
議
会
だ
よ
り
“
を
市
民

に
親
し
み
の
あ
る
も
の
に
改
善
す
る
こ

と
を
目
的
に
、
西
日
本
の
各
自
治
体
か

ら
議
会
だ
よ
り
を
取
り
寄
せ
、
内
容
を

吟
味
し
、
広
島
県
三
次

み

よ

し

市
・
庄
原

し
ょ
う
ば
ら

市
へ

の
視
察
を
決
定
し
ま
し
た
。

三
次
市
で
は
、
レ
イ
ア
ウ
ト
・
一
般

質
問
の
見
出
し
の
決
め
方
・
字
数
制

限
・
掲
載
項
目
数
な
ど
を
調
査
し
ま
し

た
。
”み
よ
し
議
会
だ
よ
り
“
は
、
全

紙
面
赤
青
二
色
刷
り
で
、
見
開
き
一
ペ

ー
ジ
を
レ
イ
ア
ウ
ト
し
た
も
の
で
、
特

に
一
般
質
問
は
読
み
や
す
い
よ
う
に
、

読
者
の
目
線
が
右
上
か
ら
左
下
へ
進
む

よ
う
に
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
、
写
真
や
イ

ラ
ス
ト
の
配
置
な
ど
に
新
聞
・
雑
誌
の

編
集
方
法
を
取
り
入
れ
て
い
ま
し
た
。

中
岡
編
集
委
員
長
・
新
谷
副
委
員
長
か

ら
編
集
作
業
な
ど
に
つ
い
て
、
直
接
説

明
を
い
た
だ
き
大
変
参
考
に
な
り
ま
し

た
。庄

原
市
で
は
、
会
報
委
員
会
の
編
集

の
仕
方
・
発
行
ま
で
の
流
れ
な
ど
を
調

査
し
ま
し
た
。
”庄
原
市
議
会
だ
よ
り
“

は
、
議
会
だ
よ
り
の
堅
い
イ
メ
ー
ジ
を

一
新
す
る
た
め
の
工
夫
が
随
所
に
見
ら

れ
、
一
般
質
問
は
議
員
ご
と
に
掲
載
し

て
あ
り
、
見
や
す
い
紙
面
づ
く
り
に
配

慮
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

「
市
政
に
対
す
る
会
派
等
の
要
望
」

や
「
議
会
活
動
の
一
年
間
」
な
ど
の
記

事
は
春
日
市
に
は
な
い
も
の
で
、今
後
、

掲
載
を
検
討
し
、
よ
り
市
民
の
皆
さ
ん

に
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
に
し
た

い
と
思
い
ま
し
た
。

三次市で説明を受ける議会報編集特別委員会

議会だよりの編集
について視察

《議会報編集特別委員会》

次の定例会は
６月13日（水）に
開会の予定です

▽傍聴等の問い合わせは、

議会事務局

（584－1113）まで

激
動
の
二
十
世
紀
が
過
ぎ
去
り
、
新

し
い
二
十
一
世
紀
が
幕
明
け
し
、
最
初

の
三
月
定
例
議
会
。こ
れ
か
ら
の
百
年
、

千
年
の
出
発
点
で
あ
り
、
新
た
な
社
会

情
勢
を
見
据
え
た
大
切
な
議
会
で
し
た
。

平
成
十
三
年
度
の
当
初
予
算
案
を
初
め
、

四
十
一
議
案
が
審
議
さ
れ
、
熱
心
な
議

論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

議
会
報
編
集
特
別
委
員
会
で
も
、
新

し
い
感
覚
の
紙
面
を
取
り
入
れ
よ
う
と

全
国
各
地
の
情
報
を
も
と
に
視
察
に
も

行
っ
て
来
ま
し
た
。
市
民
と
議
員
と
の

パ
イ
プ
役
で
も
あ
る
”市
議
会
だ
よ
り
“

を
よ
り
充
実
さ
せ
、
市
民
の
声
の
届
く

紙
面
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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①
請
願
書
に
は
、
紹
介
議
員
一
名
以
上
が
必
要
で
す
。

陳
情
書
に
は
、
紹
介
議
員
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

②
紹
介
議
員
の
欄
は
、
必
ず
議
員
本
人
の
署
名
、
ま
た
は
記
名
押
印
が

必
要
で
す
。

③
紹
介
議
員
の
署
名
の
な
い
請
願
書
は
、
陳
情
書
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

④
請
願
書
は
、
委
員
会
で
審
査
し
て
本
会
議
に
諮
り
ま
す
。
後
日
、
議

決
結
果
を
通
知
し
ま
す
。
陳
情
書
は
、
所
管
の
委
員
会
へ
送
付
し
ま

す
。

⑤
請
願
書(

陳
情
書)

は
、
郵
送
で
な
く
、
で
き
る
だ
け
事
務
局
へ
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

※詳しくは議会事務局までお問い合わせください。

請願書（陳情書）様式例

（表　　　紙） （内　　　容）

平成　　年　　月　　日

春日市議会議長　様

紹介議員　　　　　　印

【要旨】

（内容を簡単にまとめて書く）

【理由】

（事柄と内容をわかりやすく）

※必要があれば別に図面や参考資
料を添付してください。

※署名簿については、末尾に添付
してください。

に関する請願書
（陳情書）

請願書

住所

（代表者）氏名

電話

に関する請願書
（陳情書）

請
願
・
陳
情
書
の
つ
く
り
方


